
社団法人社団法人社団法人社団法人    十日町青年会議所十日町青年会議所十日町青年会議所十日町青年会議所    

    

役員選任規定役員選任規定役員選任規定役員選任規定    

    

第１章第１章第１章第１章    総総総総        則則則則    

第１条 定款第３０条に定める役員の選任手続きは、この

規定による。 

 

第２章第２章第２章第２章    役役役役        員員員員    

第２条 理事長 

    理事長は、本規定第４章、第５章、第６章、第 7

章によって選任される。 

第３条 直前理事長 

直前理事長は、前年度理事長が就任する。 

第４条 副理事長、専務理事、理事 

副理事長、専務理事、理事は本規定第９章によっ

て選任される。 

第５条 監 事 

監事は、本規定第８章によって選任される。 

 

第３章第３章第３章第３章    理事長及び監事選任管理委員会理事長及び監事選任管理委員会理事長及び監事選任管理委員会理事長及び監事選任管理委員会    

第６条 理事長及び監事の選任に関する事項を処理、管理

するために理事長及び監事選任管理委員会（以下

委員会とする）を置く。 

第７条 委員会は次の者をもって構成し、５月２０日まで

に決定し、任期は理事長及び監事の選任をもって

終了とする。 

   （１）理 事 長 

   （２）直前 理事 長 

   （３）理事長経験者 

   ２ 委員長は、理事長とする。 

第８条 委員会は、理事長及び監事の選任に関するすべ

ての運営を行う。 

 

第４章第４章第４章第４章    理事長候補者の資格及び立候補者受付理事長候補者の資格及び立候補者受付理事長候補者の資格及び立候補者受付理事長候補者の資格及び立候補者受付    

第９条 委員会は理事長選任規定要項を立候補受付前に会



員に告示しなければならない。 

第１０条 理事長候補者の資格を有する者は、次の各号に

該当する正会員でなければならない。但し、理

事長経験者は、被選挙権を有しない。 

（１） 入会３ヵ年以上経験した者 

（２） 役員を１年以上経験している者 

（３） 次年度において正会員の資格がある者 

第１１条 理事長に立候補する為には、正会員２名の推

薦を必要とする。 

第１２条 理事長に立候補する者は、次の書類を立候補受

付期間中に、委員会に提出しなければならない。 

    （１）立候補届書 

    （２）経歴書 

    （３）青年会議所における履歴書 

    （４）推薦人２名の推薦状 

第１３条 委員会は、６月例会に於いて理事長候補の受付

の告示をし６月１０日にこれを〆切る。 

 

第５章第５章第５章第５章    理事長候補者の資格審議理事長候補者の資格審議理事長候補者の資格審議理事長候補者の資格審議    

第１４条 第１２条に規定された書類を受理した委員会は、

資格審査を直ちに行い、その合否を立候補者に

通告しなければならない。 

第１５条 資格審査に於いて、不適合となった場合は立候

補届けを不受理とする。 

 

第６章第６章第６章第６章    次年度理事長予定者の選任次年度理事長予定者の選任次年度理事長予定者の選任次年度理事長予定者の選任    

第１６条 次年度理事長予定者は、毎年７月に開催される

総会に於いて正会員による投票によって選任さ

れる 

２ 候補者が１名の場合は無競争当選とし、次年度

理事長予定者となる。 

３ 候補者が２名以上の場合、正会員による投票を

行い。最高得票者が次年度理事長予定者になる。 

第１７条 投票は 1人１票とし代理投票は認めない。 

第１８条 投票は、委員会が指定した投票用紙を用い、単記

無記名投票する。 



第１９条 次に掲げる投票は無効とする。 

（１） 委員会が指定した投票用紙を用いない者 

（２） 候補者以外の氏名を記載した者 

（３） ２名以上の氏名を記載したもの 

 

第７章第７章第７章第７章    立候補なき場合の選任立候補なき場合の選任立候補なき場合の選任立候補なき場合の選任    

第２０条 委員会は、立候補受付〆切後立候補なき場合、

ただちに正会員に対し次年度理事長候補者を選

出する選挙を行うことを告示及び通知しなけれ

ばならない。 

第２１条 次年度理事長候補者の選挙は、正会員の２名連

記の投票によって行い、上位得票者３名を次年

度理事長候補者とする。 

第２２条 前条の選挙は、７月末日までに行わなければな

らない 

第２３条 委員会は次年度理事長候補者３名の中より１

名を決め、総会に推薦し承認を求めなければ

ならない。総会で承認された候補者は次年度

理事長予定者となる。 

 

第８章第８章第８章第８章    監事の選出及び予定者の選任監事の選出及び予定者の選任監事の選出及び予定者の選任監事の選出及び予定者の選任    

第２４条 委員会は、監事候補者２名の選出を行う。 

第２５条 前条によって選出される次年度監事候補者は、

次の各号に該当しなければならない。 

（１） 入会３ヵ年以上経過した者、但し、休会期

間を除く 

（２） 役員を１年以上経験している者 

（３） 次年度に於いて正会員の資格ある者 

第２６条 委員会は、選出された監事候補者を総会に推薦

し承認を求めなければならない。総会で承認さ

れた候補者は、次年度監事予定者となる。 

 

第９章第９章第９章第９章    副理事長、専務理事及び理事副理事長、専務理事及び理事副理事長、専務理事及び理事副理事長、専務理事及び理事

の指名選出及び選任の指名選出及び選任の指名選出及び選任の指名選出及び選任    

第２７条 次年度理事長予定者は、正会員の中から副理事

長、専務理事及び理事を指名選出し総会の承認



を受けなければならない。但し、下記の者は被

選者となり得ない。 

（１） 監事予定者 

（２） 次年度において正会員の資格なき者 

 

第１０章第１０章第１０章第１０章    役員の補充選任役員の補充選任役員の補充選任役員の補充選任    

第２８条 理事長は本定款によって選任された役員に欠員

が生じその補充が必要の時は正会員の中から指

名によって選任することができる。但し、理事

長は指名による補充選任が行われた以後、最初

の総会に於いてその概要を説明し承認を受けな

ければならない。 

 

細細細細        則則則則    

第２９条 本規定の施行に関する規定は、理事会の決議を

以って定める。 

 

附附附附        則則則則    

本規定は、本会議所設立許可の日から施行する。 

 

 

昭和５９年１０月２６日施行 

平成元年１２月２０日施行 

 


